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第１回木曽川水系流域委員会について



第１回 木曽川水系流域委員会

議 事 次 第

日時：平成 年 月 日(火)19 3 13

13:30 16:30～

4F場所：名古屋逓信会館

ユニオンホール

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

( )「木曽川水系流域委員会」の進め方1

( ) 木曽川水系の現状と課題（治水）2

( ) 今後の予定3

( ) その他4

４．閉 会
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○配付資料一覧表
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木曽川水系流域委員会 規約(案)   
（名 称） 

第１条   本会は、「木曽川水系流域委員会」（以下「流域委員会」という。）と称する。 

 

 

（目的及び設置） 

第２条     流域委員会は、木曽川水系河川整備計画（案）の策定にあたり、河川法第 16 条の 2

第 3項に規定する趣旨に基づき、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴くことを目

的として、国土交通省中部地方整備局長 （以下「局長」という。）が設置する。 

 

 

（組織等） 

第３条     流域委員会の委員は局長が委嘱し、別紙の通りとする。 

２．委員の任期は原則２年とし、再任は妨げない。 

３．必要に応じて臨時に委員以外の学識経験を有する者を招聘することができる。 

 

 

（情報公開） 

第４条     流域委員会は原則公開とし、委員会資料及び議事録については公表する。 

 

 

（会 議） 

第５条     流域委員会には委員長、副委員長を置くこととし、委員長、副委員長は別紙の通りと

する。 

２．委員長は流域委員会の議事を進行する。 

３．委員長に事故があるときは、副委員長が代行する。 

４．会議の招集・開催は局長が行う。 

 

 

（事務局） 

第６条     流域委員会の事務局は、国土交通省中部地方整備局河川部及び木曽川上流河川事務所、

木曽川下流河川事務所が行う。 

 

 

（規約の改正） 

第７条   本規約の改正は、流域委員会委員総数の過半数の同意をもってこれを行う。 

 

 

（雑 則） 

第８条   本規約に定めるもののほか、流域委員会の運営に関し必要な事項は、委員の意見を聴いて

定める。 

 

 

付則 

（施行期日） 
この規約は、平成１９年 月  日から施行する。 
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芝浦工業大学特任教授 
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※ 大野睦彦委員には(社)中部経済連合会の代表として、宮池克人委員には中部電力(株)の代表として参画

頂いています。 
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木曽川水系流域委員会の運営について(案) 
 
（主 旨） 
   木曽川水系流域委員会（以下「流域委員会」という）の議事を円滑に進めるために傍聴にあ

たってのお願いなどを定めたものです。 
 
（傍 聴） 

    １．流域委員会を傍聴される方は、会議場に入室する前に受付において「一般傍聴者受付

簿」に必要事項を記入していただきます。 
 
   ２．会場内に傍聴者席を準備致しますが、会場の都合により満席の場合は入室をお断りす

ることがあります。 
  
    ３．傍聴者は会場内において、次の事項を守っていただきます。守っていただけない場合

は、退室していただく場合があります。 
①委員への意見、言論への批判、賛否の表明、拍手などは遠慮願います。 
②意見等がある場合は、事務局にお申しで下さい。所定の用紙により意見等を述べる

ことができます。いただいた意見等は、後日、委員へ情報提供するとともに、ホー

ムページ等にて公表します。 

③私語、談論や機器操作等の雑音等が生じる行動は遠慮願います。 
④会議中の立ち歩きや、会場への出入りは極力遠慮願います。 
⑤携帯電話の使用は遠慮願います。 
⑥会議中のカメラ等による撮影は遠慮願います。ただし、冒頭の委員長挨拶まで撮影

は可能とします。 
⑦会議内容の筆記、録音等は可能とします。 
⑧その他、議事の妨げとなるようなことは遠慮願います。 

  
４．流域委員会は原則公開で行いますが、非公開の決議がなされた時、または委員長が傍

聴されている方に退出を命じた時は、傍聴できませんので、速やかに退出していただ

くことになります。 
 

     ５．その他、傍聴される方は事務局の案内に従っていただきます。 
  
（情報公開） 
    委員会資料及び議事録については、国土交通省中部地方整備局ホームページなどで公表

としますが、貴重種の情報、個人情報保護法に抵触するもの等について非公表とする場合

があります。 

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-3
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木曽川水系流域委員会 意見シート(案) 

 
意見等がございましたら、このシートに記入の上、事務局（受付）にお渡し 

下さい。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※取得した個人情報を事務局で適切に管理し、情報漏洩、紛失の防止に努めます。    

名前 
 

年齢・性別        歳       男 ・ 女 

所属（職業） 
 

住所 
〒   - 

電話番号 
 

E-mail 
（※お持ちの方はご記入願います） 

 

意 見 
 

ふりがな 

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-3

11



④

河
川

の
特

質
を

踏
ま

え
た

維
持

管
理

河
川

流
量

の
再

生
発

電
パ

イ
パ

ス
区

間
の

流
量

回
復

都
市

河
川

(
堀

川
等

)
の

水
環

境
の

改
善

②
②

異
常

渇
水

対
策

徳
山

ダ
ム

渇
水

対
策

容
量

に
備

蓄
し

た
水

を
供

給

③① ② ① ①②

Ⅸ Ⅹ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅳ ⅥⅤ ⅧⅠ Ⅱ

河
川

維
持

管
理

機
器

の
維

持
更

新

堤
防

の
維

持
管

理

Ⅲ

Ⅲ ⅣⅠ Ⅱ
Ⅱ Ⅳ

②② ① ① ①

② ③

① ② ① ② ① ② ③ ①

①

① ② ③ ①

河
川

維
持

流
量

の
回

復

水
利

用
合

理
化

の
推

奨

① ②

危
機

管
理

施
設

の
維

持

木
曽
川
水
系
河
川
整
備
計
画

対
策
主
要

メ
ニ

ュ
ー

・
主

要
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
(
案

)
一

覧
【

治
水

、
流
水
管
理
・
水
利
用
、
環
境
、
維
持
管
理
】

何
も
し
な
い

整
備
を
す
る

対
策

を
行

う

【
維

持
管

理
】

何
も

し
な

い

景
観

の
保

全

地
域

住
民

や
N
P
O
等

と
の

連
携

を
推

進

伊
勢

湾
の

再
生

堤
防

の
維

持
補

修

堤
防

除
草

維
持

管
理

を
行

う

流
木

、
ゴ

ミ
処

理

植
生

維
持

管
理

光
ケ

ー
ブ

ル
、

C
C
T
V
の

維
持

更
新

河
床

、
河

岸
維

持
管

理

ふ
れ

あ
い

施
設

の
維

持

河
川

利
用

の
ル

ー
ル

策
定

と
マ

ナ
ー

教
育

地
域

住
民

や
N
P
O
等

と
の

連
携

を
推

進

水
質

の
改

善
支

川
の

浄
化

② ③ ①

ゾ
ー

ニ
ン

グ
に

よ
る

保
全

と
整

備

自
然

再
生

事
業

魚
が

す
み

や
す

い
川

づ
く

り

川
と

人
と

の
ふ

れ
あ

い
の

増
進

水
辺

の
ふ

れ
あ

い
拠

点
の

整
備

② ③ ①
内
水
対
策

耐
震
化
す
る

ポ
ン
プ
に
よ
り
排

水
す

る
①

Ⅲ

③

樋
門

樋
管

、
排

水
機

場
等
の

維
持

管
理

河
川

工
作

物
の

維
持

管
理

堤
防
強
化

節
水

対
策

強
化

の
推

奨

渇
水

調
整

洪
水
の
通
常
の
作

用
に

対
す
る
安
全
性
を

強
化

す
る

津
波
・
高
潮
に
対

す
る

安
全
性
を
強
化
す

る

① ②③

水
位
低
下

川
幅
を
広
げ
る

掘
削
を
す
る

洪
水
調
節
機
能
の

強
化

① ② ③

Ⅰ

【
流
水
管
理
・
水
利
用
】

【
環

境
】

ダ
ム
統

合
運

用
の

実
施

河
川

環
境

の
保

全
整

備
多

自
然

川
づ

く
り

何
も

し
な

い

対
策

を
行

う

何
も

し
な

い

適
正

な
流

水
管

理
・

水
利

用

安
定

供
給

施
設

の
整

備

地
域

に
開

か
れ

た
ダ

ム
指

定
、

水
源

地
域

ビ
ジ

ョ
ン

の
実

施

地
域

と
連

携
し

た
取

り
組

みダ
ム

貯
水

池
の

維
持

管
理

貯
水

池
及

び
周

辺
工

作
物

の
維

持
管

理

貯
水

池
容

量
の

維
持

流
下

物
の

処
理

貯
水

池
の

環
境

維
持

①

不
法

投
棄

物
の

処
理

わ
か

り
や

す
い

水
質

基
準

の
整

備

河
川

愛
護

団
体

、
環

境
保

全
セ

ン
タ

ー
、

水
防

団
等

の
育

成
・

強
化

② ② ③ ④ ①

Ⅶ

流
下

物
の

処
理

河
道

の
維

持

河
川

の
清

潔
の

維
持

緊
急
用
河
川
敷
道

路
・

防
災
船
着
場
を
整

備
す

る湛
水
し
て
も
被
害

が
最

小
と
な
る
よ
う
土

地
利

用
を
誘
導
す
る

危
機
管
理

対
策

輪
中
堤
(
二
線
堤
)
の

機
能
維
持
・
補
強
す

る

防
災
ｽ
ﾃ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
を
拡
充

す
る

【
治

水
】

東
海
ﾈ
ｰ
ﾃ
ﾞ
ﾙ
ﾗ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
等

の
危

機
管
理
行
動
計
画

を
促

進
す
る

観
測

機
器

等
の

維
持

更
新

新
丸

山
ダ

ム

長
良

川

連
絡

導
水

路

ダ
ム

本
体

・
観

測
機

器
等

の
維

持
管

理

堤
体

、
放

流
施

設
の

維
持

更
新

許
可

工
作

物
の

適
正

維
持

管
理

指
導

老
朽

化
に

伴
う

施
設

更
新

＜
今

回
対

象
課

題
＞

第１回木曽川水系
  流域委員会 資料-４

12



1

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

昭和23 昭和33 昭和43 昭和53 昭和63 平成10

年
降
水
量

㎜

平均降水量

トレンド

年降水量

流域の概要 降雨特性

・流域平均降水量約2,500㎜であり、全国平均約1,700㎜を上回る。
・長良川・揖斐川の源流域、及び木曽川の御岳山周辺は3,000㎜を超

える多雨地帯。
・年間降水量は年によりバラツキが大きく、近年は少雨化傾向である。

凡 例

標高 -2m～50m

等雨量線

ゼロメートル線

標高 2000m

標高 1000m

標高 3000m～

降水量：気象庁観測データ（平成8～17年）より作成

木曽川流域

名古屋市

岐阜市

流域の平均降水量

※全国平均は気象庁HPより集計
流域内平均は気象庁及び国土交通省観測デー
タより集計

列
島
渇
水

（H6）

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4

2

流域の概要 地形特性（ゼロメートル地帯の主な施設）

・下流部は我が国 大のゼロメートル地帯であり、洪水・高潮及び地
震による災害ポテンシャルが大きく、その箇所が世界のモノづくり
地帯となっている。

資料：主要企業位置は「中部地方の天変地異を考える会」
第５回検討会参考資料２の記載内容より転記

凡 例

● 主要企業の本社
○ 主要企業の工場
■ 自治体役所、土木事務所
● 国交省河川事務所
▲ 国交省河川事務所出張所

凡 例

● 主要企業の本社
○ 主要企業の工場
■ 自治体役所、土木事務所
● 国交省河川事務所
▲ 国交省河川事務所出張所

河川

主要都市
ゼロメートル地帯

（朔望平均満潮位T.P.+1.2m以下）

河川

主要都市
ゼロメートル地帯

（朔望平均満潮位T.P.+1.2m以下）

名古屋市

桑名市

庄内川

木曽川

長良川

揖斐川

日光川

伊勢湾

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4
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3

流域の概要 地形特性（地盤高と内水処理施設）

7.0
6.6

6.1 6.1

4.7 4.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

木曽川 揖斐川 長良川 庄内川 淀川 荒川

［ｍ］

計画高水位と地盤高の差
（地盤沈下地帯）

注）上記グラフの数値は、海抜0m(T.P.±0m)の地盤高線

付近の計画高水位と地盤高との差

排水機場位置図

・天井川で比高差が大きく、洪水時での災害ポテンシャルが大きい。
・出水時には堤内地における雨水排水が困難。

注）年次表記は、各排水機場第１号機設置年次
（平成18年３月現在）

築31年以上（S51以前）

築30年以内（S52～S61）

築20年以内（S62～H8）

築10年以内（H9～H18）

〈凡例〉

 

S60

S42
S42

S55

S56 

S53

S26
S40

H2

S55
S55 

S55

S51 
S55

H7

H12

H12 

S48

S60 
S40

H4

H9

S50S55

S57

S54

S58

H6 

S58 

杭瀬川 

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4
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木曽川木曽川

揖
斐
川

揖
斐
川

長
良
川

長
良
川

桑名市桑名市

大垣市大垣市

岐阜市岐阜市

名古屋市名古屋市

各務原市各務原市

一宮市一宮市

木曽川木曽川

揖
斐
川

揖
斐
川

長
良
川

長
良
川

桑名市桑名市

大垣市大垣市

岐阜市岐阜市

名古屋市名古屋市

各務原市各務原市

一宮市一宮市

流域の概要 土地利用の変化

・氾濫域や利水受益地を含めた地域は市街地化が著しい。
●昭和30年代 ●現在

資料：20万分の一地形図（昭和31年）より読み取り
資料：第５回自然環境保全基礎調査植生図

（平成11年）より作成

■ 開放水面

■ 水田

■ 都市集落

■ 畑地

■ 林地等

流域界

主要都市

高速道路

高速道路

（整備計画）

林地等
86%

開放水面
1%

水田
9%

都市集落
3%

畑地
1%

林地等

開放水面
2%

水田
都市集落

7%

畑地
3%

80%

8%

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4
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5

流域の概要 治水の歴史

・江戸時代に御囲堤が築造され、美濃側は輪中が発達。御囲堤や輪中
堤の一部は現存している。

S51.9洪水（長良川）

S34.9洪水（木曽川）

M29.9洪水（揖斐川）

木曽川

長島町出典：木曽三川の治水史を語る

出典：ふるさとの川木曽三川

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4
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水位低下＜治Ⅰ＞ 木曽川： 確率1/100、S36.6型洪水(工事実施基本計画対象洪水)における浸水想定区域図
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浸水面積
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m

2
)

①管理ダム
②管理ダム＋新丸山ダム等

0

20

40

60

80

被災人口

(万
人

)

①管理ダム

②管理ダム＋新丸山ダム等

・確率1/100、S36.6型洪水(工事実施基本計画対象洪水)が発生した場
合、甚大な被害が発生することが想定される。

・被災人口や浸水面積を軽減させるためには洪水調節施設及び河川改
修が必要。

河
川
改
修
が
必
要

河
川
改
修
が
必
要

①管理ダムのみ（丸山ダム、岩屋ダム、
阿木川ダム、味噌川ダム）

②管理ダム＋新丸山ダム＋ダム群

破提氾濫区域図（木曽川流域合成 確率1/100 S36.6
管理ダム）

破提氾濫区域図（木曽川流域合成 確率1/100 S36.6
管理ダム＋新丸ダム＋ダム群）

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1 0m未満

■ 1.0m～2 0m未満

■ 2.0m～5 0m未満

■ 5.0m以上

浸水深ランク

■ 0 5m未満

■ 0 5m～1.0m未満

■ 1 0m～2.0m未満

■ 2 0m～5.0m未満

■ 5 0m以上

※管理ダム：丸山ダム、岩屋ダム、阿木川ダム、味噌川ダム
※河川改修：堤防補強等

新丸山ダム等

による効果

新丸山ダム等

による効果

※河道評価年次：木曽川 H15、南派川 H14、
北派川 H14、一色派川 H14 

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4
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7

0

50

100

150

200

浸水面積
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m

2
)

①洪水調節施設なし

②洪水調節施設あり

0

10

20

30

40

50

被災人口

(万
人

)

①洪水調節施設なし

②洪水調節施設あり

・S35.8実績洪水（工事実施基本計画対象洪水）が発生した場合、甚大
な被害が発生することが想定される。

・被災人口や浸水面積を軽減させるためには洪水調節施設及び河川改修
が必要。

※１ 洪水調節施設による効果量は工事実施基本計
画における500m3/sと想定

※２ 河道改修：河道掘削、堤防補強等

洪水調節施設
による効果

洪水調節施設
による効果

河川改修が必要

水位低下＜治Ⅰ＞ 長良川： S35.8実績洪水（工事実施基本計画対象洪水）における浸水想定区域図

破提氾濫区域図（長良川合成 S35.8 8,000m3/s） 破提氾濫区域図（長良川合成 S35.8 7,500m3/s）

浸水深ランク

■ 0 5m未満

■ 0 5m～1.0m未満

■ 1 0m～2.0m未満

■ 2 0m～5.0m未満

■ 5 0m以上

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1 0m未満

■ 1.0m～2 0m未満

■ 2.0m～5 0m未満

■ 5.0m以上

①洪水調節施設なし ②洪水調節施設有り(500m3/sカット)

※河道評価年次：長良川 H16

河川改修が必要

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4

8
※横山ダム
※河川改修：堤防補強、河道掘削等

水位低下＜治Ⅰ＞ 揖斐川：確率1/100、 S34.9型(工事実施基本計画対象洪水)における浸水想定区域図

0

100

200
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①横山ダム

②横山ダム再開発＋徳山ダム

0
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20

30

40
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人

)

①横山ダム

②横山ダム再開発＋徳山ダム

横山ダム再
開発＋徳山
ダムによる

効果

・確率1/100、S34.9型洪水（工事実施基本計画対象洪水）が発生した場
合、甚大な被害が発生することが想定される。

・被災人口や浸水面積を軽減させるためには洪水調節施設及び河川改修
が必要。

破提氾濫区域図（揖斐川合成 確率1/100 S34.9 管理ダム） 破提氾濫区域図（揖斐川合成確率1/100 S34.9 横山ダム再開発＋徳山ダム）

浸水深ランク

■ 0 5m未満

■ 0 5m～1.0m未満

■ 1 0m～2.0m未満

■ 2 0m～5.0m未満

■ 5 0m以上

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1 0m未満

■ 1.0m～2 0m未満

■ 2.0m～5 0m未満

■ 5.0m以上

横山ダム再
開発＋徳山
ダムによる

効果

①管理ダムのみ（横山ダム） ②横山ダム再開発＋徳山ダム

※河道評価年次：揖斐川 H19

河川改修が必要

河川改修が必要

第1回木曽川水系
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堤防強化＜治Ⅱ①＞ 堤防整備状況

・完成堤防の割合は６０％程度で、整備を必要とする部分がまだ残る。

完成堤防
暫定堤防

不必要

凡 例

平成18年3月 現在

杭瀬川杭瀬川

第1回木曽川水系
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堤防強化＜治Ⅱ①＞ 堤防拡幅・嵩上げ

・高さ不足や断面不足の堤防が存在しており、堤防整備が必要。

揖斐川右岸19.4k付近

堤防整備のイメージ図

杭瀬川左岸7.8k付近

HWL

計画堤防

杭瀬川
左岸7.8k

揖斐川
右岸19.4k

暫定堤防

HWL

計画堤防

特殊堤防

第1回木曽川水系
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堤防強化＜治Ⅱ①③＞ 高水敷整備

・堤防を防護するため高水敷を整備し、堤防の安全性を確保する。

高水敷整備のイメージ図

木曽川左岸19.6k付近揖斐川右岸14 2k付近

洗堀箇所 長良川左岸42.6k付近

揖斐川
右岸14 2k

木曽川
左岸19.6k

長良川
左岸42.6k

高水敷未整備箇所 高水敷整備箇所

高水敷整備 平水位

第1回木曽川水系
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堤防強化＜治Ⅱ①③＞ 堤防質的整備

揖斐川 右岸8.8k

川側民地側

砂礫

礫混じり砂

粘土

・明治改修から伊勢湾台風後の復旧により造られた木曽三川の堤防
は、砂で構成されているため、脆弱な堤防が連続しており、堤防
の強化が必要。

揖斐川
右岸8.8k

第1回木曽川水系
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ドレーン工法

堤脚水路

ドレーン工法

堤脚水路

堤防強化＜治Ⅱ①＞ 堤防質的整備

砂質層

粘土層

砂は水を通しやすい

粘土は水を通しにくい 堤防からの漏水 （牧田川右岸9.0k）

浸透による堤防の破壊メカニズム

堤防の強化対策のイメージ図

・質的な安全が確保できていない箇所では洪水時には浸透や洗掘に
対して安全性が低く、堤防強化が必要。

強化後の浸潤面

※利根川の写真は、国土交通省 河川局HPより

基礎地盤からの漏水 （利根川）

強化前の浸潤面

砂質層

矢板工法粘土層 粘土は水を通しにくい

護岸
遮水シート

・堤体漏水①ドレーン工法

・基盤漏水 矢板工法

②護岸＋遮水シート

第1回木曽川水系
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堤防強化＜治Ⅱ②＞ 高潮堤防整備

・橋梁および樋門との取り付け箇所など、未施工区間が残されて
おり、高潮堤防の整備が必要。

高潮対策堤防補強断面図

波返工整備後（イメージ）波返工整備前

木曽川

右岸6.2k

波返工緊急嵩上げ

伊勢湾台風復旧堤防（昭和37年完成時）

伊勢湾台風復旧堤防（現況）

伊勢湾台風時の堤防

伊勢湾台風時
実績高潮位

消波工

波返工

計画潮位
4 52

3.89

計画堤防

現況堤防

木曽川右岸6.2k付近

第1回木曽川水系
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木曽川（左岸）土質縦断図（0～10km）

堤防強化＜治Ⅱ③＞ 耐震対策

・堤防基盤が砂質土層で構成されているため、大規模地震発生時には
液状化による堤防の変化・沈下の恐れがある。

・対策工のための調査を推進する。

堤防沈下
淀川左岸1.0k付近（平成7年兵庫県南部地震）

※写真は、国土交通省 淀川河川事務所HPより

砂礫
砂礫砂礫

砂礫

濃尾層

第1回木曽川水系
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氾濫域全体（浸水面積）

(k
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2
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①二線堤なし

②二線堤あり

0

0 .5

1

1 .5

2

2 .5

二線堤内（平均浸水深）

(m
)

① 二線堤なし

② 二線堤あり

・木曽川左岸には江戸時代に築造された御囲堤が二線堤として現存し
ている。本堤が破堤した場合において浸水面積、被害額を大幅に軽
減させる機能がある。

・一方、二線堤内は浸水深が増え被害額が拡大する。

二線堤

②二線堤あり

危機管理対策＜治Ⅳ①＞ 木曽川：既往最大洪水（明治１７年）における氾濫シミュレーション

①二線堤なし

※対象洪水として既定計画を上回る明治17年洪水を設定(基準地点犬山：約18，000m3/s)

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1.0m未満

■ 1.0m～2.0m未満

■ 2.0m～5.0m未満

■ 5.0m以上

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1.0m未満

■ 1.0m～2.0m未満

■ 2.0m～5.0m未満

■ 5.0m以上

0

200 0

400 0

600 0

800 0

1000 0

1200 0

1400 0

1600 0

氾濫域全体（被害額）

(億
円

)

①二線堤なし

②二線堤あり

0

1 00

2 00

3 00

4 00

5 00

6 00

7 00

8 00

9 00

二線堤内（被害額）

(億
円

)

①二線堤なし

②二線堤あり

第1回木曽川水系

     流域委員会 資料-4

20



17

・福束輪中堤が現在も残されている。本堤が破堤した場合において浸
水面積、被害額を軽減させる機能がある。昭和51年洪水の本堤破堤
時においても機能発現。

・一方、輪中堤上流部については浸水深が増え被害が拡大する。

輪中堤

注）輪中堤を越流して下流へ流下

①輪中堤なし ②輪中堤あり

危機管理対策＜治Ⅳ①＞ 長良川：既往最大洪水（寛政１０年）における氾濫シミュレーション

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1.0m未満

■ 1.0m～2.0m未満

■ 2.0m～5.0m未満

■ 5.0m以上

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1.0m未満

■ 1.0m～2.0m未満

■ 2.0m～5.0m未満

■ 5.0m以上
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2
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3

輪中堤上流部（平均浸水深）
(m

)

①輪中堤なし

②輪中堤あり

※対象洪水として既定計画を上回る寛政10年洪水を設定(基準地点忠節：約11，000m3/s)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

氾濫域全体（被害額）

(億
円

)

①輪中堤なし

②輪中堤あり

0

1000

2000

3000

4000
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)

①輪中堤なし

②輪中堤あり
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①輪中堤なし

②輪中堤あり

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

被害額

(億
円

)

①輪 中 堤な し

②輪 中 堤あり

・大垣輪中堤が現在も残されている。本堤が破堤した場合において大
垣市内の浸水が軽減され、被害額を軽減させる機能がある。

※対象洪水として既定計画を上回る明治29年洪水を設定(基準地点万石：約8,000m3/s)

想定氾濫区域図(揖斐川M29 48.0k破堤 輪中堤なし） 想定氾濫区域図(揖斐川M29 48.0k破堤 輪中堤あり）

大垣市役所

輪中堤

大垣市役所

洪水到達時間
5.5h

洪水到達時間
10h

①輪中堤なし ②輪中堤あり

危機管理対策＜治Ⅳ①＞ 揖斐川：既往最大洪水（明治２９年）における氾濫シミュレーション

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1.0m未満

■ 1.0m～2.0m未満

■ 2.0m～5.0m未満

■ 5.0m以上

浸水深ランク

■ 0.5m未満

■ 0.5m～1.0m未満

■ 1.0m～2.0m未満

■ 2.0m～5.0m未満

■ 5.0m以上

第1回木曽川水系
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危機管理対策＜治Ⅳ④＞ スーパー伊勢湾台風による高潮災害

資料：主要企業位置は「中部地方の天変地異を考える会」 第５回検討会参考資料２の記載内容より転記

・スーパー伊勢湾台風の来襲による高潮とそれにより堤防が決壊した場合、
最大で 約200km2 に渡って浸水し、その最大深さは約5mとなる。

・大規模浸水を想定した危機管理行動計画の策定が必要である。

主要企業の本社

主要企業の工場

自治体役所、土木事務所
国交省河川事務所
国交省河川事務所出張所
高潮堤防

●

○

●
▲

第1回木曽川水系
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・ハザードマップの作成を河川管理者が支援。
・インターネット等を活用した情報発信、街中で河川水位を表示する
など日頃からの意識啓発。

危機管理対策＜治Ⅳ④＞ 防災情報

津波到達イメージ

木曽川右岸9.0k付近 長島総合グラウンド

木曽川

右岸9.0k付近
インターネットや携帯電
話による情報提供

長良川水位表示塔
（岐阜市役所前）

河川情報板
（気象情報、出水状況の提供）

防災無線
テレビ放送

※写真は、関東地方整備局HPより

事務所より情報提供

第1回木曽川水系
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45k

30k

名神高速道路

国道21号

長
良
川

揖
斐
川

35k

凡例

【緊急用河川敷道路】

将来計画

第１次緊急輸送路

第２次以降緊急輸送路

整備済み

40k

55k

木曽川上流河川事務所

東
海

北
陸

自
動

車
道

50k

国
道

2 2
号

国
道

25
8号

危機管理対策＜治Ⅳ③＞ 緊急用河川敷道路

・地震時に市街地で壊滅的な被害が生じた場合、物資などを運搬する
ための緊急用河川敷道路が必要。

・地域防災計画の緊急輸送路とアクセスを図り整備効果を発揮させる。

木曽川

国
道

25
6号

国道２１号

緊急用河川敷道路整備イメージ図

第１次緊急輸送路

緊
急
用
河
川
敷
道
路

第1回木曽川水系
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危機管理対策＜治Ⅳ②③＞ 河川防災ST・防災船着場

防災船着場 （長良川左岸12.4k)

河川防災ＳＴ （木曽川左岸22.8k）

防災船着場（構想）

河川防災ステーション等（整備済）

防災船着場（整備済）

緊急河川敷道路（将来計画）

緊急河川敷道路（整備済）

舟運路（構想）

河川防災ステーション等（構想）

河川防災ステーション等（整備中）

国交省河川事務所出張所

国交省河川事務所

杭瀬川

・災害時の活動拠点となる河川防災ステーション等の拡充が必要。
・地震等災害により陸上輸送が寸断された場合に、代替ルートの水上

輸送用の防災船着場の整備が必要。

第1回木曽川水系
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今 後 の 予 定

１．現地視察会

４月２５日(水)～２７日(金)開催予定

別紙のとおりコース等

２．第２回流域委員会

５月下旬～６月上旬開催予定

木曽川水系の現状と課題（流水管理・水利用、環境等）議 題

第1回木曽川水系
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